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１ 計画策定の意義 

 

  今日の社会において、ごみをめぐる問題は処理や処分の問題だけではなく、環境の保全と資

源の有効利用を図るという観点からの対応も必要となり、大量生産、大量消費、大量廃棄の抑

制がなされる社会経済やライフスタイルの見直しを図り、循環型社会を形成していく必要があ

る。 

それには、社会を構成する全ての主体がそれぞれの立場においてその役割を認識、協働して

いくことが重要である。 

当組合では、平成２７年３月に「一般廃棄物処理基本計画（中間目標年：平成３１年度）」を

策定し、ごみの資源化・減量化に取り組み、さらなる推進のために分別の徹底による異物混入

防止対策にも努めている。今後においても、循環型社会構築に向けてこれらを総合的に取り組

んでいく必要がある。 

  このような状況の中、本計画は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（以下「法」という。）第８条に基づき、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物の分別収

集を実施し、地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推

進することにより、最終処分量の削減を図ることを目的として、市民、事業者、行政がそれぞ

れの役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これらを公表することで、すべての

関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

 

 

２ 基本的方向 

 

  本計画を実施するに当たっての基本的取組方針を以下に示す。 

（１）蓮田市、白岡市、蓮田白岡衛生組合が一体となった快適なまちづくりを行う。 

 

（２）市民・事業者・行政の役割分担によるごみの減量化・資源化の推進を行う。 

 

（３）循環型ごみ処理体制の確立と、効率的なごみ処理事業の運営を行う。 

 

（４）安全で環境負荷が少ないごみの適正処理の推進を行う。 

 

 

３ 計画期間 

 

  本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。 

 

 

４ 対象品目 

 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、鋼製容器・アルミ製容器・ガラス製容器（無色・茶色・その

他）・飲料用紙製容器・段ボール・ペットボトル・プラスチック製容器包装を対象とする。 

 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）                       

                                  （単位：ｔ／年） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蓮田白岡衛生組合         ５，９８２     ５，９６４   ５，９４５ ５，９２７ ５，９０９ 

内訳 
蓮田市 ３，３４３      ３，３２６ ３，３０９ ３，２９２ ３，２７６ 

白岡市 ２，６３９ ２，６３８ ２，６３６ ２，６３５ ２，６３３ 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

 

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

なお、実施に当たっては、蓮田白岡衛生組合を構成する両市の行政・市民・事業者・再生事

業者がそれぞれの立場から役割を分担し、相互協力体制を構築して連携を図ることが重要であ

る。 

  今後は、より効率的な容器包装廃棄物の分別収集に関する方策を進めていく。 

（１）意識啓発と情報提供の推進 

広報誌、パンフレット、ホームページ等の作成に当たり、市民の意見を多く取り入れ

ながら積極的に情報を発信・提供する。 

詰替商品等の購入について啓発を進める。 

意識啓発及び情報提供の拠点としてリサイクルプラザを活用する。 

 

（２）環境教育・環境学習の推進 

学校におけるペットボトルキャップ・牛乳パックの回収や施設見学、出前講座等のあ

らゆる機会を通じて、ごみ処理の現状・課題の周知とごみの減量化の必要性などの認識

を高める。 

また、学校のほか事業者・ボランティアなど、多様な関係者の協力を得て、体験型学

習の機会作りに努める。 

 

（３）事業所から発生する容器包装廃棄物の抑制 

ごみ減量等推進優良事業所認定制度を活用し、スーパーマーケット等の小売店でのレ

ジ袋削減及び過剰包装の簡素化を推進する。 

 

（４）環境団体等の育成・支援 

ごみの減量やリサイクルに関して、地域の実情に応じたきめ細かで効果的な取組みを

実践するため、環境団体等の育成・支援を行う。 

 

 

７ 分別収集するものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別

の区分（法第８条第２項第３号） 

 

   最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、

分別収集する容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。また、市民の協力度、収集

機材、選別施設等を勘案し収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 

主として鋼製の容器 

主としてアルミニウム製の容器 
資源物（飲食料用缶） 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ガラス類 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの 

（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。） 
飲食用紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 
飲食用紙パック、段ボール

以外の紙製容器包装 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であっ

て飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするため

のもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの 資源物（白色トレイ） 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサ

イクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 

○蓮田白岡衛生組合                           （単位：ｔ／年） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

主として鋼製の容器   １４４ １４４ １４４   １４４ １４４ 

主としてアルミニウム

製の容器 
１３２ １３２ １３２ １３２ １３２ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

２３８ 

（合計） 

２３７ 

（合計） 

２３６ 

（合計） 

２３５ 

（合計） 

２３４ 
（引渡量）  

１１ 

（独自処理量）  

２２７ 

（引渡量）  

１１ 

（独自処理量）

２２６ 

（引渡量）  

１１ 

（独自処理量） 

２２５ 

（引渡量）  

１１ 

（独自処理量）  

 ２２４ 

（引渡量）  

１１ 

（独自処理量） 

 ２２３ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

１８７ 

（合計） 

１８６ 

（合計） 

１８５ 

（合計） 

１８４ 

（合計） 

１８３ 
（引渡量） 

１０ 

（独自処理量） 

１７７ 

（引渡量） 

１０ 

（独自処理量）

１７６ 

（引渡量） 

１０ 

（独自処理） 

１７５ 

（引渡量） 

１０ 

（独自処理量）

１７４ 

（引渡量） 

１０ 

（独自処理量） 

１７３ 

その他のガラス製容器 

（合計） 

２７４ 

（合計） 

２７３ 

（合計） 

２７２ 

（合計） 

２７１ 

（合計） 

２７０ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

２６８ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量）     

２６７ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

２６６ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量）  

２６５ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

２６４ 

主として紙製の容器で

あって飲料を充てんす

るためのもの（原材料

としてアルミニウムが

利用されているものを

除く） 

５ ５ ５ ５ ５ 

主として段ボール製の

容器 
７４４ ７４２ ７４０ ７３８ ７３６ 

主として紙製の容器包

装であって上記以外の

もの 

 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

主としてポリエチレン

テレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって

飲料又はしょうゆその

他主務大臣が定める商

品を充てんするための

もの 

（合計） 

２９８ 

（合計） 

２９７ 

（合計） 

２９６ 

（合計） 

２９５ 

（合計） 

２９４ 

（引渡量） 

１４９ 

（独自処理量） 

１４９ 

（引渡量） 

１４９ 

（独自処理量） 

１４８ 

（引渡量） 

１４９ 

（独自処理量）

１４７ 

（引渡量） 

１４９ 

（独自処理量） 

１４６ 

（引渡量） 

１４８ 

（独自処理量） 

１４６ 

主としてプラスチック

製の容器包装であって

上記以外のもの 

（ 

 

（合計） 

１ 

（合計） 

１ 

（合計） 

１ 

（合計） 

１ 

（合計） 

１ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量）         

１ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

１ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

１ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

１ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

１ 

うち白色トレイ （合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 
（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

 ０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

 ０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量）   

 ０．５ 
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○蓮田市                                （単位：ｔ／年） 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

主として鋼製の容器 ７７ ７７ ７７ ７７ ７７ 

主としてアルミニウム

製の容器 
７１ ７１ ７１ ７１ ７１ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

１２８ 

（合計） 

１２７ 

（合計） 

１２７ 

（合計） 

１２６ 

（合計） 

１２５ 
（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

１２２ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

１２１ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

１２１ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

１２０ 

（引渡量） 

６ 

（独自処理量） 

１１９ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

１００ 

（合計） 

１００ 

（合計） 

９９ 

（合計） 

９８ 

（合計） 

９７ 
（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

９５ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

９５ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

９４ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

９３ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

９２ 

その他のガラス製容器 

（合計） 

１４７ 

（合計） 

１４７ 

（合計） 

１４６ 

（合計） 

１４５ 

（合計） 

１４４ 
（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１４４ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１４４ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１４３ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１４２ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１４１ 

主として紙製の容器で

あって飲料を充てんす

るためのもの（原材料

としてアルミニウムが

利用されているものを

除く） 

３ ３ ３ ３ ３ 

主として段ボール製の

容器 
４０１ ３９９ ３９７ ３９５ ３９３ 

主として紙製の容器包

装であって上記以外の

もの 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

 
（引渡量） 

 

（独自処理量） 

 

（引渡量） 

 

（独自処理量） 

 

主としてポリエチレン

テレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって

飲料又はしょうゆその

他主務大臣が定める商

品を充てんするための

もの 

（合計） 

１６０ 

（合計） 

１６０ 

（合計） 

１５９ 

（合計） 

１５８ 

（合計） 

１５７ 

（引渡量） 

８０ 

（独自処理量） 

８０ 

（引渡量） 

８０ 

（独自処理量） 

８０ 

（引渡量） 

８０ 

（独自処理量） 

７９ 

（引渡量） 

８０ 

（独自処理量） 

７８ 

（引渡量） 

７９ 

（独自処理量） 

７８ 

主としてプラスチック

製の容器包装であって

上記以外のもの 

     

 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．５ 

うち白色トレイ （合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 
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○白岡市                                （単位：ｔ／年） 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

主として鋼製の容器 ６７ ６７ ６７ ６７ ６７ 

主としてアルミニウム

製の容器 
６１ ６１ ６１ ６１ ６１ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

１１０ 

（合計） 

１１０ 

（合計） 

１０９ 

（合計） 

１０９ 

（合計） 

１０９ 
（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

１０５ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

１０５ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

１０４ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

１０４ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

１０４ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

８７ 

（合計） 

８６ 

（合計） 

８６ 

（合計） 

８６ 

（合計） 

８６ 
（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

８２ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

８１ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

８１ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

８１ 

（引渡量） 

５ 

（独自処理量） 

８１ 

その他のガラス製容器 

（合計） 

１２７ 

（合計） 

１２６ 

（合計） 

１２６ 

（合計） 

１２６ 

（合計） 

１２６ 
（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１２４ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１２３ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１２３ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１２３ 

（引渡量） 

３ 

（独自処理量） 

１２３ 

主として紙製の容器で

あって飲料を充てんす

るためのもの（原材料

としてアルミニウムが

利用されているものを

除く） 

２ ２ ２ ２ ２ 

主として段ボール製の

容器 
３４３ ３４３ ３４３ ３４３ ３４３ 

主として紙製の容器包

装であって上記以外の

もの 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（合計） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

   ― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

   ― 

（引渡量）

― 

（独自処理量） 

― 

（引渡量）

― 

（独自処理量） 

― 

主としてポリエチレン

テレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって

飲料又はしょうゆその

他主務大臣が定める商

品を充てんするための

もの 

（合計） 

１３８ 

（合計） 

１３７ 

（合計） 

１３７ 

（合計） 

１３７ 

（合計） 

１３７ 

（引渡量） 

６９ 

（独自処理量）

６９ 

（引渡量） 

６９ 

（独自処理量）

６８ 

（引渡量） 

６９ 

（独自処理量）

６８ 

（引渡量）

６９ 

（独自処理量）

６８ 

（引渡量）

６９ 

（独自処理量）

６８ 

主としてプラスチック

製の容器包装であって

上記以外のもの 

     

 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（合計） 

０．５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量）

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量）

０．５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量）

０．５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量）

０．５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量）

０．５ 

うち白色トレイ （合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（合計） 

０．２５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量 

０．２５ 

（引渡量） 

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量） 

０．２５ 

（引渡量）

― 

（独自処理量） 

０．２５ 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサ

イクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

  特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令

で定める物の量の見込み＝直近年度（平成３０年度）の分別基準適合物の収集実績×人口変動

率。 

 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蓮田白岡衛生組合 

113,602 人 

（対前年度比） 

99.70% 

113,259 人 

（対前年度比） 

99.70% 

112,917 人 

（対前年度比） 

99.70% 

112,576 人 

（対前年度比） 

99.70% 

112,238 人 

（対前年度比） 

99.70% 

内訳 

蓮田市 

61,188 人 

（対前年度比） 

99.49% 

60,876 人 

（対前年度比） 

99.49% 

60,556 人 

（対前年度比） 

99.49% 

60,257 人 

（対前年度比） 

99.49% 

59,949 人 

（対前年度比） 

99.49% 

白岡市 

52,414 人 

（対前年度比） 

99.94% 

52,383 人 

（対前年度比） 

99.94% 

52,351 人 

（対前年度比） 

99.94% 

52,320 人 

（対前年度比） 

99.94% 

52,288 人 

（対前年度比） 

99.94% 

 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

   

  現在、飲食料用缶、ガラス類・ペットボトル、段ボール・紙パックを資源ごみとした分別収

集を実施しており、今後、プラスチック製容器包装については、回収する拠点としてリサイク

ルステーションを活用する。 

 

  収集・運搬・保管等の段階の実施者について下表に示す。 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集日 収集運搬 

中間処理施設 

（選別・保管） 

主として鋼製の容器 

資源物 

（飲食料用缶） 

指定日収集 委託業者 
粗大ごみ 

処理施設 

主としてアルミニウム製

の容器 集団回収 民間業者 民間業者 

無色のガラス製容器 

ガラス類 指定日収集 委託業者 委託業者 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 
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主として紙製の容器であ

って飲料を充てんするた

めのもの（原材料として

アルミニウムが利用され

ているものを除く） 
資源物 

（段ﾎﾞｰﾙ・紙ﾊﾟｯ

ｸ、その他の紙） 

指定日収集 委託業者 委託業者 

主として段ボール製の容

器 

集団回収 民間業者 民間業者 
主として紙製の容器であ

って上記以外のもの 

主としてポリエチレンテ

レフタレート（ＰＥＴ）

製の容器であって飲料又

はしょうゆその他主務大

臣が定める商品を充てん

するためのもの 

ペットボトル 指定日収集 委託業者 委託業者 

主としてプラスチック製

の容器であって上記以外

のもの 

 

その他プラスチ

ック製容器 
指定日収集 委託業者 委託業者 

 
資源物 

白色トレイ 

毎週日曜日 

午前９時～午後４時 
拠点回収 組合 

 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（第８条第２項第６号） 

 

  各施設のうち、排出から収集・運搬にかかる施設については、現在の収集、運搬体制を利用する

ものとする。 

 

分別収集の用に供する施設計画を下表に示す。 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集機材 

中間処理施設 

（選別・保管） 

主として鋼製の容器 
資源物 

（飲食料用缶） 

透明・半透明 

の袋 

（ﾚｼﾞ袋含む） 

パッカー車 

（委託） 

粗大ごみ 

処理施設 

主としてアルミニウム製

の容器 
集団回収 レジ袋等 ２ｔ平ボディ車 民間処理 

無色のガラス製容器 

ガラス類 

透明・半透明 

の袋 

（ﾚｼﾞ袋含む） 

パッカー車 

（委託） 
民間選別施設 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 
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主として紙製の容器であ

って飲料を充てんするた

めのもの（原材料として

アルミニウムが利用され

ているものを除く） 資源物 

（段ﾎﾞｰﾙ・紙ﾊﾟｯ

ｸ、その他の紙） 

紐などで縛る 

２ｔ平ボディ車 

パッカー車 

（委託） 

民間処理 

主として段ボール製の容

器 

主として紙製の容器であ

って上記以外のもの 
集団回収 紐などで縛る 

２ｔ平ボディ車 

パッカー車 
民間処理 

主としてポリエチレンテ

レフタレート（ＰＥＴ）

製の容器であって飲料又

はしょうゆその他主務大

臣が定める商品を充てん

するためのもの 

ペットボトル ネット回収 
パッカー車 

（委託） 
民間選別施設 

主としてプラスチック製

の容器であって上記以外

のもの 

その他プラスチ

ック製容器 
指定袋 

パッカー車 

（委託） 
民間処理 

 白色トレイ 回収ボックス ― 民間処理 

 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

（１）市民や事業者の要望等を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進め

る。 

 

（２）ごみの分別収集手引き、ごみ分別アプリ及び広報誌を活用し、ごみ出しルールの徹底に

努め容器包装廃棄物の回収率の向上を図る。 

 

（３）リサイクルの推進を図るため、積極的に出前講座やイベント等を開催し、容器包装廃棄

物の分別収集に関する情報発信を行う。 

 

（４）毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認・記録し、次期計画改定時には、その実績

を反映させる。 

 

（５）優良認定事業所を含む当組合管内にある事業所に対し、当該事業所から発生する容器包

装廃棄物の分別の啓発を行い、適正な分別収集を推進する。 

 

（６）リサイクルステーション（拠点回収）による容器包装廃棄物の回収を推進する。 

 

 


